


会アジェンダに保存されるべきことを決定する。
5. また、第76回総会の残りの期間に１またはそれ以上の常任理事国によって

拒否権が発動されたならば、本決議の第1パラグラフに従って、「国連シス
テムの強化」と題するアジェンダ項目の下に、国連総会議長は総会の公式会
議を招集することを決定する。

出典：国連文書 A/RES/76/262
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